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高槻市公告第１３９号 

 下記のとおり制限付一般競争入札を執行する。 

 令和８年５月２９日 

 

高槻市長 濱田 剛史       

 

史跡新池埴輪製作遺跡保存活用計画策定支援業務委託契約に係る 

制限付一般競争入札について 

 

 高槻市では、史跡新池埴輪製作遺跡の保存活用計画を策定するにあたり、史跡新池埴輪製作遺

跡保存活用計画策定支援業務を委託して実施するものです。つきましては同業務を受注する事業

者を募集し、制限付一般競争入札によって選定します。入札への参加を希望される方は、下記の

募集要項を熟読の上、落札後の辞退や契約期間中の撤退などがないよう十分検討し、入札に参加

してください。 

 

募集要項 

 

１ 入札参加の資格要件 

次の要件をすべて満たす法人または個人に限り入札に応募・参加することができる。  

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の各号のいずれにも該当 

しないこと。 

(2) 高槻市財務規則第９５条第１項の規定により行った高槻市の令和８年度の入札参加資格者

名簿に登録があること。また募集期間中及び契約開始時において、指名停止の措置を受け

ていないこと。 

(3) 高槻市暴力団排除条例第２条に掲げる暴力団員又は暴力団密接関係者のいずれにも該当し

ない者であること及び高槻市契約からの暴力団排除に関する措置要綱の規定による入札等

除外措置の期間中でない者であること。 

(4) 令和元年度以降において、官公庁が発注する、国史跡の保存活用計画策定支援等の業務で

２件以上元請けとしての実績を有すること（本業務の募集開始までに完了した業務に限

る)。 

(5) 本業務を実施するため、主任技術者及び１名以上の担当技術者を配置し、十分な遂行体制

がとれること。 

(6) 主任技術者は、令和元年度以降に、史跡保存活用計画策定の実務経験を有すること。 

(7)令和７年度以降を対象に、次のいずれかに該当しない者であること 

ア 経営状況が著しく不健全である者 

イ 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をした者 

ウ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得

るため違法な行為をした者 

エ 落札者が契約を締結すること又は契約者がその内容を履行することを妨げた者 

オ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者 

カ 正当な理由がなく、契約を履行しなかった者 

キ 市に提出した書類に虚偽の記載をし、又は市に著しい損害を与えた者 
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２ 制限付一般競争入札に付する事項等  

(1)業務名称 史跡新池埴輪製作遺跡保存活用計画策定支援業務 

(2)仕様   別紙「史跡新池埴輪製作遺跡保存活用計画策定支援業務仕様書」に記載のとおり

(3) 史跡新池埴輪製作遺跡保存活用計画策定支援業務の主な条件 

ア 業務開始日にかかわらず、契約締結日は入札実施日から起算して５日以内とする。 

イ 本募集要項・別紙仕様書に定める仕様に基づき業務を実施し、契約外の事項について

は、発注者と受注者が協議のうえ定めること。 

ウ 事業者の都合による、契約期間の延長はできない。 

エ 破産手続開始の決定を受けるなど、やむを得ない事情による場合を除き、事業者の都

合による契約の解約はできない。 

オ 落札者が正当な理由がなく、期限までに契約を締結しないときは、契約金額の総額の

３／１００に相当する額以上の違約金を、高槻市に支払わなければならない。 

カ 契約事項の不履行など契約を継続しがたいと高槻市が認めた場合、契約を解除するこ

とがある。 

 

３ 応募(入札参加申請) 

入札参加を希望する者は、応募要件を満たすことを確認のうえ、提出必要書類を次に掲げ

る方法により提出すること。  

(1) 提出期間  令和８年６月１日(月)から令和８年６月１２日(金)まで（必着） 

(土曜日・日曜日・祝日を除く) 

(2) 提出方法 提出書類を直接持参または簡易書留・書留による郵送 

※提出する際は、上記期限に遅れないように、配送に要する期間を考慮のうえ

で差し出すこと。事故等により書類が届かなかった場合でも、異議申立ては受

付しないので、注意すること。 

（受付時間帯：午前９時から午後５時まで） 

※提出書類の修正は、令和８年６月１７日(水)午後５時まで 

(3) 提出場所 高槻市立埋蔵文化財調査センター 

〒５６９-１０４２ 高槻市南平台五丁目２１番１号 

電話：０７２－６９４－７５６２ 

(4) 提出が必要な書類（各１部提出） 

ア 制限付一般競争入札参加申請書 

イ 国史跡保存活用計画策定支援業務実績報告書 

  ※提出書類の様式は高槻市立埋蔵文化財調査センター窓口、または高槻市ホームページ

（ページ ID：１７７３４３）でダウンロードして入手すること。 

(5) その他  ① 応募書類は、理由の如何を問わず返却しない。  

② 応募に関する一切の費用は、申請者の負担とする。 

 

４ 質問及び回答 

(1) 受付期間   令和８年６月１日(月)から令和８年６月９日(火)午後５時まで 

(2) 問合せ方法 末尾記載のＦＡＸ又は高槻市ホームページ内の問い合わせフォームにて問い

合わせること。 

(3) 回答の方法  令和８年６月１１日(木)までに、高槻市ホームページにて質問及び回答を公

開する。 
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５．参考資料の貸与 

  本業務の入札への応募を希望する者に以下の資料を貸与する。資料は電子媒体（ＤＶＤ－ 

Ｒ）で貸与するものとし、「（様式３）守秘義務に関する誓約書」を持参の上、以下の受付

先まで取りにくること。 

１）貸与資料（ＰＤＦデータ） 

  ・『高槻市文化財保存活用地域計画』2023 年１月 

  ・『新池埴輪製作遺跡保存整備基本計画報告書』1991 年３月 

  ・『史跡新池埴輪製作遺跡保存整備展示基本設計報告書』1993 年３月 

  ・『ハニワ工場公園―史跡今城塚古墳附新池埴輪製作遺跡整備事業報告書』1995 年３月 

２）受付期間 令和８年６月１日（月）から令和８年７月１日（水）まで 

３）申込書の様式 

・（様式３）守秘義務に関する誓約書 

４）受付先 高槻市立埋蔵文化財調査センター 

大阪府高槻市南平台五丁目２１番１号 

５）その他 

・事前に埋蔵文化財調査センターに連絡した上で訪問すること。 

 

６ 入札参加資格の確認及び通知 

提出書類等を審査し、令和８年６月１７日（水)頃に申請者宛に結果を電子メール又はＦＡ 

Ｘで通知する。(入札に必要な書式等は当該通知と合わせて送付する。) 

なお、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合には入札参加資格を取り消す。  

 

７ 入札 

  入札に参加する者は、本要項のほか、高槻市から示された本入札に関する一切の資料を熟覧

のうえ、入札に参加すること。 

 (1) 場所    高槻市役所 総合センター １５階 Ｃ１５０２会議室 

〒５６９－００６７ 高槻市桃園町２番１号 

 (2) 日時    令和８年７月１日(水) 午前１１時から 

 (3) 成立要件  応募書類の提出期間終了時点で、応募者がない場合は不成立とする。また、

入札参加者が１者の場合も不成立とする。 

 (4) 予定価格  有（非公開） 

(5) 入札金額  消費税額を含まない本体価格の総額を入札書に記載すること。 

 (6) 入札保証金 免除（高槻市財務規則第９９条第３項による） 

 (7) 落札者   予定価格以下で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき同価の入札をした者が２以上あるときは、くじを

引いて落札者を決定する。 

 (8) 無効の入札 

  ア 入札参加資格を有しない者のした入札 

  イ 委任状を持参しない代理人の入札 

  ウ 記名押印を欠く入札 

  エ 金額を訂正した入札、又は金額の不鮮明な入札 

  オ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札 

  カ その他不正行為により入札を行ったと認められる入札 
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８ 契約  

(1)契約期間   契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

(2)契約書の提出 落札者は、令和８年７月７日(火)までに高槻市から提示された契約書に押 

印のうえ、必要書類を添えて提出すること。 

(3)契約保証金  契約締結日までに契約額の５／１００に相当する額以上の金額を納付する 

こと。ただし、高槻市財務規則第１１７条に該当する場合は免除。 

 

９ 問い合わせ先 

高槻市 歴史にぎわい部 歴史文化財室 埋蔵文化財調査センター（担当 矢野、三好） 

〒５６９-１０４２ 高槻市南平台五丁目２１番１号 

ＴＥＬ：０７２－６９４－７５６２ ＦＡＸ：０７２－６９２－４３１３ 

メール：高槻市ホームページ内の上記該当ページ内問い合わせフォーム 


